
防災訓練計画に係る事例
発表・意見交換会

日時 令和6年11月10日（日）10時～
場所 サンライフ甲西2階



◎本日のねらい

市内において防災訓練を実施していない区があること
から、防災士が訓練計画作成の知識や情報を得ることに
より、自地域での実践を支援し、市民の防災意識の向上
を目指す。

目標 市内全地域での防災訓練の毎年実施



◎本日の内容

１．防災訓練について

２．グループワーク
各区（自治会）の訓練事例説明と意見交換
1団体10分（説明5分＋質疑5分）×8団体

３．まとめ



◎今日9月1日は防災の日です

では、湖南市防災の日はいつでしょうか?

１０月９日 湖南市防災の日を定める条例

第1条 この条例は、宝暦6年(1756年)10月9日(旧暦9月16日)
に発生した大規模な土砂災害である「妙感寺流れ」を風化するこ
となく後世の市民に継承し、災害に対する備えを充実、強化し、
もって安全で安心なまちづくりを推進するため、湖南市防災の日
を定める。



◎災害の種類について

・地震災害
事前の予測が難しく、被害も広域に影響がおよぶ

・風水害（台風・ゲリラ豪雨・竜巻）
事前予測が比較的可能、被害範囲も限定的

・雪害（大雪）
事前予測が可能、被害範囲も限定的

・火災、火山の噴火・原子力災害など

南海トラフ地震臨時情報
８／９に発表

急なゲリラ豪雨や線状降水帯も

火災は身近に起こりうる災害



◎避難について

災害種別によって避難方法と避難場所は決定的に違い
ます。

地域で訓練を実施する際は、避難所や避難場所を
はっきりすみ分けする必要があります。

特に地震時の避難場所としていた施設が、風水害時に
浸水リスクがあって危険な施設である可能性もある。

指定避難所や緊急避難場所を一括りに避難所としない。





◎避難場所等の定義 【防災マップP12】

〇指定避難所
災害に対して安全な小学校などを対象とし、地域の防災
活動の拠点となり、被災者の当面の生活空間として活用
する施設

〇指定緊急避難場所（地震時）
地震が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険
から逃れ、身の安全を確保できる場所

〇指定緊急避難場所（風水害時）
洪水や土砂災害が発生し、または発生するおそれがある場合
にその危険から逃れるための避難場所として活用する施設

〇福祉避難所
介護の必要な高齢者や障がい者など専門的なサービスを必要と
する人を受け入れるための福祉施設



◎訓練計画策定のポイント
地域で実施する訓練は、まず自助が前提にある想定を忘れない
こと。自主防災組織の役割は絶対ではない。

〇地震災害対応訓練 【防災マップＰ４】

・各家庭における初動対応後、地域での安否確認や
救出救助といった流れ

・一時避難場所は近所の公園や広場

〇風水害対応訓練 【防災マップＰ５－Ｐ６】
・市の発信する避難情報を基に行動する。

・高齢者等で早めの避難が必要な方に地域の集会所を自主
避難所として地域が開設し運営する。
自主避難所の風水害リスクも確認

・自宅での垂直避難と避難所への水平避難を区別する。
地域内においても災害リスクが違う



◎地域で実施してほしいこと

１．各区における毎年の防災訓練の実施

２．風水害（台風）の影響があるときの集会所などの
自主避難所の開設と運営

３．地区防災計画の策定

４．防災無線子局の活用（区単独放送）

「訓練は失敗してこそ成功」

出来ないことや出来ることを発見して本番に備えましょう。








